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医療法人敬愛会 広野・本庄地域包括支援センター運営規程 

 

 

【事業の目的】 

第１条  三田市が設置し、医療法人敬愛会（以下、「敬愛会」という。）が受託運営す

る広野・本庄地域包括支援センター（以下、「センター」という。）が行う包括的支援

事業等（以下、「事業」という。）の適切な運営を確保するために人員及び管理運営

に関する事項を定め、センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等

（以下、「担当職員」という。）が適切な地域包括ケアを実現することを目的とする。  

 

【運営の方針】 

第２条  担当職員は、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継

続できるよう利用者の立場に立って支援を行う。  

２ 事業の実施にあたっては、心身の状況、置かれている環境等に応じて、高齢者の

選択に基づき適切な保健・医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総

合的かつ効率的に提供されるようその調整に努める。  

３  事業の実施にあたっては、要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化

に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される包括的かつ継続的なサービス体

制を確立するように努める。  

 

【センターの基本機能】 

第３条  センターは、以下の基本機能を担うものとする。  

（１）  地域に総合的、重層的な地域包括支援ネットワークを構築する。（共通的基

盤整備） 

（２） 高齢者の相談を総合的に受け止め、訪問により、実態把握の上必要なサービ

スにつなげる。また、虐待の防止等高齢者の権利擁護に努める。（総合相談

支援・権利擁護）  

（３）  高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な

社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援する。（包括的・継続

的ケアマネジメント支援）  

（４）  要支援１及び２の認定者に対する介護予防支援・介護予防ケアマネジメント

業務（以下、「介護予防支援等業務」という。）並びに全ての高齢者に対する

介護予防事業が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なマネジメントを

行う。 
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【センターの名称等】 

第４条  事業を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。  

（１）  名 称 広野・本庄地域包括支援センター 

（２）  所在地  兵庫県三田市東山 897-2       

三田温泉病院内 

 

【職員の職種、員数、及び職務内容】 

第５条  センターに配置する担当職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりと

する。 

（１）   所長・管理者                    １名 

所長はセンターを総括する。  

管理者はセンターの担当職員及び業務の管理を一元的に行う。  

（２）  保健師又は経験ある看護師    １名以上  

（３）  社会福祉士又は経験ある社会福祉主事  １名以上  

（４）  主任介護支援専門員     1 名以上  

（５） 介護支援専門員     1 名以上  

２ 担当職員は第３条に定めるセンターの基本機能の提供にあたる。  

 

【営業日及び営業時間】 

第６条  センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。  

（１）  営業日は、月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び１２月２９日～１月３日を除く。 

（２）  営業時間は、午前８時５５分から午後５時１０分までとする。  

（３）  上記の営業日、営業時間のほか、電話等により、２４時間常時連絡が可能な

体制とする。  

 

【地域包括支援センター運営協議会への報告】 

第７条  下記事項について、地域包括支援センター運営協議会への報告を行うもの

とする。 

（１）  センターの事業計画に関すること  

（２）  センターの事業報告に関すること  

（３）  その他運営協議会が必要と認めること  
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【介護予防支援等業務の提供方法及び内容等】 

第８条  介護予防支援等業務の提供方法及び内容は次のとおりとする。  

（１）  利用者の相談及びサービス担当者会議は事業所内、又は、利用者の居宅、

その他必要と認められる場所において行うものとする。  

（２）  利用者及び家族との面接により、厚生労働省の定める介護予防サービス・支

援計画様式を用いて、利用者を支援すべき総合的な課題を把握し、自立し

た日常生活を営むために必要な目標を設定する。  

（３）  サービス担当者会議等を通じ、目標を達成するために行うべき支援内容及び

期間を定めた介護予防サービス・支援計画（以下、「計画」という。）を作成

する。 

（４）  指定介護予防サービス事業者等からの報告及び利用者の継続的な  

アセスメントにより、計画の実施状況を把握し、必要に応じて、計画変更等を

行う。 

（５）  計画に位置付けた期間が終了するときは、目標に照らした計画の達成状況に

ついて評価を行う。  

（６）  その他の提供方法及び内容については、指定介護予防支援等の事  

      業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた  

      めの効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第  

      ３７号）第２９条から第３１条および介護予防・日常生活支援総合事業におけ

る介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防事業）の実施について（平成

２７年６月５日老振発０６０５号第１号厚生労働省老健局振興課通知）の規

定によるものとする。  

２ 運営規程の概要、職員の体制、その他の利用申込者のサービスの選択に  

資すると認められる重要事項は、事業所の見やすい場所に掲示する。  

３ 介護予防支援等業務を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基

準によるものとし、当該介護予防支援等業務が法定代理受領サービスであるときは、

利用者からの利用料の支払は受けないものとする。  

４  センターは、第３条第４号介護予防支援等業務を行うにあたっては、契約締結事

務、介護予防サービス・支援計画書の作成・変更、経過観察、再評価、介護給付

費請求に関わる事務の業務を他の居宅介護支援事業者に一部又は全部委託する

ことができるものとする。  

５  センターが介護予防支援等業務を行うにあたっては、利用者と介護予防支援・介

護予防ケアマネジメント契約書を締結しなければならない。  

 

【通常の事業の実施地域】 

第９条  通常の事業の実施地域は三田市  広野・本庄地区とする。  
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【事故発生時の対応】 

第１０条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合

には速やかに管理者に報告し、三田市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な

措置を講じなければならない。 

 

【虐待防止に関する事項】 

第１１条 事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に揚げる措置を

講ずるものとする。 

 （１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて、従事者に周知徹底を図る。 

 （２）虐待の防止のための指針を整備する。 

 （３）従事者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

 （４）前 3号に揚げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

【苦情対応】 

第１２条 提供した介護予防支援サービスに関する高齢者からの苦情に対し、迅速かつ適切

に対応するため受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、

高齢者又はその家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。 

 

【秘密の保持】 

第１３条 センター職員は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する個人情報並びに秘

密事項については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由

がある場合を除き、第三者に漏れることのないよう保持するものとする。ただし、あらかじめ

文書により利用者の同意を得た場合は、一定の条件の下で情報提供ができるものとする。 

２ センター職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密について、退職後において

も、これらの秘密を保持するものとする。 

 

【暴力団等の排除】 

第１４条 当センターは、法令の規定により条例に委任された基準等に関する条例（平成２４

年３月２１日兵庫県条例第４号）に基づき、その運営において、暴力団等の支配を受けて

はならない。 

 

【基準該当介護予防支援】 

第１５条 前条（第７条を除く。）までの規定は、他の市町村の被保険者に対して基準該当介

護予防支援を提供する場合において準用する。この場合において、「指定介護予防支援」

とあるのは「基準該当介護予防支援」と、「法定代理受理」とあるのは「利用者の委任による

代理受領」と読み替える。 
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【その他運営についての留意事項】 

第１６条 センターは、担当職員の資質向上を図るため、研究及び研修の機会を設けるととも

に、業務体制を整備するものとする。 

２ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は三田市とセンターとの協議に基

づいて定めるものとする。 

 

 

 

付 則 

1，  この規程は、令和５年４月１日から施行する。  

2，  この規定は、令和６年３月３０日に一部追加・変更し、  

令和６年４月１日から実施する。  

3，  この規定は、令和７年３月２４日に一部変更し、 

令和７年４月１日から実施する。  


